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簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）に係る手続開始の公示 

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く）） 

 

次のとおり指名競争入札参加者の選定の手続を開始します。 

 

令和８年１月２０日 

支出負担行為担当官 

四国地方整備局長 豊口 佳之 

 

１．業務概要 

１）業 務 名 令和７－９年度 今治労働総合庁舎工事監理（２）業務（電子入札及び

電子契約対象案件） 

２）業務内容 本業務は、今治労働総合庁舎新築工事（鉄筋コンクリート造一部木造地

上４階建 延べ面積 2,472.45 ㎡の新築に係る建築工事（エレベーター設

備、外構とりこわし含む）、電気設備工事、機械設備工事各一式）に係る

工事監理を行うものである。 
       ①工事監理方針の説明等 
       ②設計図書の内容の把握等 
       ③設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 
       ④対象工事と設計図書との照合及び確認 
       ⑤対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 
       ⑥業務報告書等の提出 

３）履行期間 契約締結日の翌日から令和９年１０月２９日まで  
４）本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落

札方式の業務である。また、予定価格が１，０００万円を超える場合には、予算決算

及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第８５条の基準

に基づく価格（以下「調査基準価格」という。）を設定するものとし、技術提案の確

実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」

を加えて技術評価を行う試行業務とする。 

なお、予定価格が１００万円を超え１，０００万円以下である場合には、品質確保

の観点から品質確保の基準となる価格（以下「品質確保基準価格」という。）を設定

するものとし、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価

項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。 

５）本業務は、提出資料、入札等を原則として電子入札システムで行う対象業務である。 

６）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う

対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札決定後に発注者

に紙契約方式選択書を提出し紙方式（契約）に代えるものとする。 
７）本業務は、技術提案書の評価にあたり、ヒアリングを省略し書面のみで評価を実施
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する契約手続きの短縮を図る試行業務である。 
８）本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を

受けた企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 

９）本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加減点を行う業務であ

る。 
 
２．指名されるために必要な要件 

１）入札参加者に要求される要件 
本入札手続への参加を希望する者は、参加表明書を提出しなければならない。 

なお、参加表明書の提出者は、(１）に掲げる資格を満たしている単体企業であること｡ 

（１）単体企業 

［１］予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 

［２］四国地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度一般競争

（指名競争）参加資格のうち建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けて

いる者であること。 

［３］参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長か

ら地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けてい

る者でないこと。 

［４］会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定がな

された者を除く。）でないこと。 

［５］警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者とし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

でないこと。 

［６］入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（入札説

明書参照）。なお、本業務に参加表明書を提出した者の間に資本関係又は人的

関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者を指名しない｡ 
［７］建築士法（昭和 25 年５月 24 日法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級

建築士事務所の登録を行っていること。 
［８］本業務の受注者は、以下の業務受注者及び工事受注者と資本関係または人的

関係がないこと。なお、受注者が未定のものは、当該工事契約等が成立した時

点で前述に該当する場合は、入札参加資格を失うものとする。 
業務受注者：令和４－５年度 今治労働総合庁舎設計業務 

（株）四電技術コンサルタント 
工事受注者：令和７－９年度 今治労働総合庁舎建築その他工事 

（株）奥村組 
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令和７－９年度 今治労働総合庁舎機械設備工事 
四国パイプ工業（株） 

令和７－９年度 今治労働総合庁舎電気設備（３）工事 
受注者未定（令和８年３月落札者決定予定） 

（２）業務執行体制に関する要件 

単体企業において参加表明書を提出する者は、四国地方整備局管内において、営

業拠点を有する者でなければならない。 
（３）配置予定技術者に対する要件 

① 管理技術者及び主たる分担業務分野（総合分野）の主任担当技術者は、参加表

明書及び技術提案書を提出する者の組織に所属していること。 
② 管理技術者は建築士法による一級建築士であり、参加表明書提出時点において

建築士法第 22 条の２に定める期間内に同条に定める定期講習を受講しているこ

と（ただし、建築士法施行規則第 17 条の 37 第１項 表 一 一級建築士定期講

習の項イに該当する場合を除く。）。 
また、「令和４－５年度 今治労働総合庁舎設計業務」を実施した管理技術者と

同一の者であってはならない。 

③ 管理技術者及び各主任担当技術者（総合分野、構造分野、電気設備分野、機械

設備分野）は、それぞれ１名であること（下記④又は⑤により兼任する場合は、

それぞれ１名配置しているものと見なす。）。 
④ 管理技術者は、総合分野主任担当技術者、構造分野主任担当技術者の両方又は

一方と兼任することができる。なお、兼任する場合、総合評価における技術者評

価は管理技術者のみを評価するものとし、兼任する分野の主任担当技術者に関す

る評価点はすべて「０点」とする。 
⑤ 総合分野主任担当技術者は、構造分野主任担当技術者と兼任することができ

る。なお、兼任する場合、総合評価における技術者評価は総合分野主任担当技術

者のみを評価するものとし、兼任する構造分野主任担当技術者に関する評価点は

すべて「０点」とする。 
⑥ 管理技術者及び各主任担当技術者は、平成 27 年４月１日以降に契約履行が完

了（完了検査が終わったもの）した同種又は類似業務に携わった実績を有するこ

と。 
［１］同種業務 

・管理技術者、主任担当技術者（総合分野、構造分野） 

業務内容：新築、増築又は改修工事（改修内容は問わない）の工事監理業務

（業務名称に関わらず、業務内容に「工事監理」を含むものを対

象とする。①において同じ。） 

用  途：戸建住宅、車庫及び倉庫類を除く建物 

構  造：RC 造、SRC 造又は S 造 
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延べ面積：1,000㎡以上（増築の場合は増築部分の延べ面積が1,000㎡以上、

改修工事の場合は対象部分１棟の延べ面積が 1,000 ㎡以上） 

・主任担当技術者（電気設備分野） 

業務内容：新築、増築又は改修工事の工事監理業務 

延べ面積：1,000㎡以上（増築の場合は増築部分の延べ面積が1,000㎡以上、

改修工事の場合は対象部分１棟の延べ面積が 1,000 ㎡以上） 

工事種目：受変電設備の新設、増設又は受変電設備機器の更新（配線用遮断

器のみ更新するものを除く。）が含まれる工事 

・主任担当技術者（機械設備分野） 

業務内容：新築、増築又は改修工事の工事監理業務 

延べ面積：1,000㎡以上（増築の場合は増築部分の延べ面積が1,000㎡以上、

改修工事の場合は対象部分１棟の延べ面積が 1,000 ㎡以上） 

工事種目：空気調和設備の新設、増設又は熱源機器の更新が含まれる工事 

［２］類似業務 

・管理技術者、主任担当技術者（総合分野、構造分野） 

業務内容：新築、増築又は改修工事（改修内容は問わない）の工事監理業務

又は実施設計業務（業務名称に関わらず、業務内容に「工事監理」

又は「実施設計」を含むものを対象とする。②において同じ。） 

構  造：RC 造、SRC 造又は S 造 

延べ面積：500 ㎡以上（増築の場合は増築部分の延べ面積が 500 ㎡以上、改

修工事の場合は対象部分１棟の延べ面積が 500 ㎡以上） 

・主任担当技術者（電気設備分野） 

業務内容：新築、増築又は改修工事の工事監理業務又は実施設計業務 

延べ面積：500 ㎡以上（増築の場合は増築部分の延べ面積が 500 ㎡以上、改

修工事の場合は対象部分１棟の延べ面積が 500 ㎡以上） 

工事種目：受変電設備の新設、増設又は受変電設備機器の更新（配線用遮断

器のみ更新するものを除く。）が含まれる工事 

・主任担当技術者（機械設備分野） 

業務内容：新築、増築又は改修工事の工事監理業務又は実施設計業務 

延べ面積：500 ㎡以上（増築の場合は増築部分の延べ面積が 500 ㎡以上、改

修工事の場合は対象部分１棟の延べ面積が 500 ㎡以上） 

工事種目：空気調和設備の新設、増設又は熱源機器の更新が含まれる工事 

（４）その他必要な要件 
     総合分野を再委託しないこと。 
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２）入札参加者を選定するための基準 

四国地方整備局建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領に定める指名基

準による。なお、同基準中の「当該業務における技術的適性」については、同種又は

類似業務等の実績、配置予定技術者の資格、業務の経験等を勘案するものとする。 

 

３．総合評価に関する事項 

１）落札者の決定方法 

（１）価格及び技術等に関する資料をもって参加した入札者について、入札価格が予

決令第９８条において準用する予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内である者のうち、下記２）総合評価の方法によって得られた

数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。なお、予定価格

は設計図書に基づき算出するものとする。 

ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が１，０００万円を超える請

負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した

他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 

（２）評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を

決める。 

（３）落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、予決令第８６

条の規定に基づき調査を行うものとする。 

（４）品質確保基準価格の算出方法は、調査基準価格に準じて算出するものとする。 

２）総合評価の方法 

（１）評価値の算出方法 

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

評価値＝価格評価点＋技術評価点 

（２）価格評価点の算出方法 

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

なお、価格評価点の配分点は６０点とする。 

価格評価点＝（価格評価点の配分点）×（１－入札価格／予定価格） 

（３）技術評価点の算出方法 

技術等に関する資料の内容に応じて、下記［１］、［２］、［４］及び［５］の評

価項目毎に評価を行い、評価に応じた得点を与える。 

ただし、調査基準価格又は品質確保基準価格を設定する場合においては、［３］

の項目評価を行い、評価に応じた得点を与える。 

［１］配置予定技術者の経験及び能力 

［２］実施方針等 
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［３］技術提案の履行確実性 
［４］ワーク・ライフ・バランス等推進企業の認定評価 

［５］賃上げ評価点 

上記の技術評価の得点を以下のとおり算出し、技術評価点とする。 

なお、技術評価点の配分点は６０点とする。 

技術評価点＝（技術評価点の配分点）×〔（技術評価の得点合計）÷（技術評価

の配点合計）〕 

技術評価の得点合計＝（［１］に係る得点）＋（技術提案の得点）×（［３］技

術提案の履行確実性度）＋（［４]に係る得点）+（［５］

に係る得点） 

技術提案の得点＝（［２］に係る得点） 

 

４．入札手続等 

１）担当部局 

〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３－３３ 

四国地方整備局 総務部契約課 契約係 

電 話 ０８７－８５１－８０６１（内線２５２８） 

２）入札説明書の交付期間及び交付方法 

令和８年１月２０日から令和８年２月２４日までの閉庁日を除く午前９時００分か

ら午後６時００分まで 

電子入札システムから入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。 

電子入札システムのＵＲＬは、次のとおりである。 
https://www.e-bisc.go.jp/ 

３）参加表明書を提出できる者の範囲 

参加表明書を提出する時において、２．１）（１）［２］の一般競争（指名競争）

参加資格の認定を受けている者とする。 
４）参加表明書の受領期限、提出先及び提出方法 

令和８年１月２１日から令和８年１月３０日までの閉庁日を除く午前９時００分か

ら午後５時００分まで（最終日は午後４時００分まで）に、原則として電子入札シス

テムにより提出すること。 

５）技術提案書の受領期限、提出先及び提出方法 

令和８年２月７日から令和８年２月１６日までの閉庁日を除く午前９時００分から

午後５時００分まで（最終日は午後４時００分まで）に、原則として電子入札システ

ムにより提出すること。 

６）入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。 

入札書の提出期限は、令和８年２月２４日 午後４時００分までとする。 

なお、入札書の受付開始は、上記入札書の提出期限の日の前日（閉庁日を除く。）
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の午前９時００分からとする。 

開札は、令和８年２月２５日 午前１０時００分 四国地方整備局入札室にて行う｡ 

 

５．その他 

１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２）入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金  免除 

（２）契約保証金  免除 

３）入札の無効 

本公示に示した指名されるために必要な要件を満たさない者のした入札、参加表明

書に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

４）手続における交渉の有無  無 

５）契約書作成の要否  要 

６）関連情報を入手するための照会窓口 上記４．１)に同じ。 

７）技術提案書（履行確実性の審査に必要な部分に限る。）のヒアリング等を実施する

とともに、ヒアリング等に際して追加資料の提出を求めることがある。 

８）指名通知日 

本業務における指名通知日については、令和８年２月６日とする。 

９）詳細は入札説明書による。 


